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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３１年１月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年５月２９日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 北海道釧路市千代ノ浦漁港南南東方沖 

 千代ノ浦港南防波堤灯台から真方位１６３°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°５６.５′ 東経１４４°２３.８′） 

事故の概要  漁船第二十一永
えい

運
うん

丸は、定置網の網起こし作業中、船長が左上肢を

ボールローラに挟まれて負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十一永運丸、１７トン 

 ＨＫ２－２０３０９、有限会社マルコ小林漁業 

 １９.４９ｍ（Lr）×４.２０ｍ×１.２８ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成６年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年５月２６日 

  免許証交付日 平成２９年５月２６日 

         （平成３４年５月２５日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、定置網漁の目的で千

代ノ浦漁港を出港し、平成３０年５月２９日０５時１５分ごろ‘釧路

市千代ノ浦漁港南南東方沖に設置された定置網’（以下「本件定置

網」という。）の‘魚捕部を甲板上に巻き上げて、漁獲する作業’（以

下「網起こし作業」という。）を開始した。 

 本船は、本件定置網の西側の魚捕部の網起こし作業を終え、東側の

魚捕部の網起こし作業を開始し、船長が、前部甲板右舷側に設置され

たボールローラの船尾側に、右舷側を向いて立ち、ボールローラを操

作し、東側の魚捕部の巻き上げを開始した。 
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 船長は、０５時３０分ごろ、巻き上げ中の魚捕部に海藻等のごみが

付着しているのを認め、左手を舷外に伸ばしてごみを取り除いた直

後、左肘が魚捕部と共に回転中のボールローラに巻き込まれた。 

 船長は「あーっ」と声を上げながら、右手で左手首を持って、左腕

を右側に強く引いてボールローラから外そうとしたところ、左上肢

（左腕の肘から手首までの間）をボールローラに挟まれた。 

 本船は、船長の声で異常に気付いた甲板員が、船長を前部甲板のハ

ッチ蓋上に座らせ、携帯電話で救急車を要請し、千代ノ浦漁港に帰港

した。 

 船長は、救急車で市内の病院に搬送され、左モンテジア骨折、左前

骨幹神経麻痺
ひ

、左上肢デグロービング損傷等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本事故時の状況、写真１ 

本船、写真２ 作業状況（再現） 参照） 

 その他の事項 

 

 本船には、定置網の網起こし作業に使用するボールローラが前部甲

板と操舵室右舷側通路にそれぞれ１基ずつ装備されていた。 

 本船は、網起こし作業を行う際、船長が前部甲板のボールローラ

を、機関長が操舵室右舷側通路のボールローラを操作して、２人が連

携して他の乗組員への指示を行い、乗組員全員で作業を行っていた。 

 船長は、定置網漁の経験が約１０年あり、昨年４月から船長として

乗り組んでおり、約７～８年のボールローラの操作経験があった。 

 船長を含む本船の乗組員は、ボールローラ等に腕等が巻き込まれる

のを防ぐ目的で、袖口がすぼまったビニール製のジャンパーを着用し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、千代ノ浦漁港南南東方沖で本件定置網の網起こし作業中、

船長が、本件定置網に付着した海藻などのごみを取り除く際、ボール

ローラが回転している状況下、左手を舷外に伸ばしてごみを取り除い

たことから、船長の左上肢が、ボールローラに魚捕部と共に巻き込ま

れて負傷したものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が、千代ノ浦漁港南南東方沖で本件定置網の網起こ

し作業中、船長が、本件定置網に付着した海藻などのごみを取り除く

際、ボールローラが回転している状況下、左手を舷外に伸ばしてごみ

を取り除いたため、船長の左上肢が、ボールローラに魚捕部と共に巻

き込まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網の網起こし作業中、定置網に付着した海藻などのごみを取
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り除く際は、ボールローラの回転を停止してから行うこと。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 本事故時の状況 
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写真１ 本船 

 
 

 

写真２ 作業状況（再現） 

 


